
京都市宇多野ユースホステル条例の一部を改正する条例（平成３１年３月２８日京都市条

例第   号）（産業観光局観光ＭＩＣＥ推進室）  

  消費税法及び地方税法の一部改正により，消費税及び地方消費税の税率が引き上げら

れることに伴い，京都市宇多野ユースホステルの利用料金の上限額の適正化を図る必要

があるため，次のとおり利用料金の上限額を改正することとしました。 

 １ 宿泊施設及びテニスコートの利用料金の上限額の改定 

区   分 単   位 
利 用 料 金 

改 正 前 改 正 後 

定員が２人の部

屋 

１９歳未満の者 １人につき１泊 円 

３，６００  

円 

３，６６０  

１９歳以上の者 ４，１１０  ４，１９０  

定員が３人，４人 

又は６人の部屋 

１９歳未満の者 ２，８８０  ２，９３０  

１９歳以上の者 ３，３９０  ３，４５０  

テニスコート １面につき１時間 １，３３０  １，３６０  

 ２ 定員に満たずに部屋を貸し切る場合の宿泊施設の利用料金の上限額を，１により計

算した額に，次の額を加算するよう改定 

区   分 
加  算  額 

改 正 前 改 正 後 

定員が２人の部屋 ４，１１０円に定員に満たな

い者の数を乗じて得た額 

４，１９０円に定員に満たな

い者の数を乗じて得た額 

定員が３人，４人又は

６人の部屋 

３，３９０円に定員に満たな

い者の数を乗じて得た額 

３，４５０円に定員に満たな

い者の数を乗じて得た額 

  この条例は，平成３１年１０月１日から施行することとしました。 

 

８６



 京都市宇多野ユースホステル条例の一部を改正する条例を公布する。 

   平成３１年３月２８日提出 

京都市長  門 川 大 作   

京都市条例第   号 

   京都市宇多野ユースホステル条例の一部を改正する条例 

 京都市宇多野ユースホステル条例の一部を次のように改正する。 

別表第２宿泊施設の項中「３，６００」を「３，６６０」に，「４，１１０」を「４，

１９０」に，「２，８８０」を「２，９３０」に，「３，３９０」を「３，４５０」に改

め，同表テニスコートの項中「１，３３０」を「１，３６０」に改め，同表備考中「４，

１１０円」を「４，１９０円」に，「３，３９０円」を「３，４５０円」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，平成３１年１０月１日から施行する。ただし，次項の規定は，公布の日

から施行する。 

（準備行為） 

２ この条例による改正後の京都市宇多野ユースホステル条例（以下「改正後の条例」と

いう。）の規定による京都市宇多野ユースホステルの利用に係る料金の徴収その他これ

を徴収するために必要な準備行為は，この条例の施行前においても行うことができる。 

（適用区分） 

３ 改正後の条例の規定は，この条例の施行の日以後の利用に係る料金について適用し，

同日前の利用に係る料金については，なお従前の例による。 

（産業観光局観光ＭＩＣＥ推進室） 

平成３１年３月２８日 　   
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